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衆
議
院
議
員
大
西
健
介
君
提
出
平
成
二
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
地
方
法
人
課
税
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

地
方
法
人
課
税
の
在
り
方
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を

行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
七
条
第
五
号
ロ
に
お
い

て
、
「
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
に
よ
る
地
方
消
費
税
の
充
実
と
併
せ
て
、
地
方
法
人
課
税
の
在
り
方
を
見
直
す
こ
と
に
よ
り

税
源
の
偏
在
性
を
是
正
す
る
方
策
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
に
は
、
国
と
地
方
の
税
制
全
体
を
通
じ
て
幅
広
く
検
討
す

る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
六
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
は
、
地
方
消
費
税
の
税
率
引
上
げ
に
併
せ
て
法
人
住
民
税
の
法

人
税
割
の
税
率
引
下
げ
を
行
い
、
併
せ
て
地
方
法
人
税
を
創
設
し
て
そ
の
税
収
の
全
額
を
地
方
交
付
税
の
原
資
と
す
る
な
ど

の
措
置
を
講
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
二
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
、
法
人
住
民
税
の
法
人
税
割
の

税
率
引
下
げ
と
地
方
法
人
税
の
税
率
引
上
げ
と
を
併
せ
て
行
う
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
方

法
人
課
税
の
在
り
方
の
見
直
し
は
、
税
源
の
偏
在
性
が
小
さ
く
、
税
収
が
安
定
的
な
地
方
税
体
系
の
構
築
に
向
け
た
取
組
で

一



あ
り
、
市
町
村
の
財
政
運
営
の
安
定
化
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
地
方
法
人
課
税
の
在
り
方
の
見
直

し
に
当
た
っ
て
は
、
全
国
知
事
会
、
全
国
市
長
会
、
全
国
町
村
会
等
か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

愛
知
県
が
、
平
成
二
十
六
年
度
決
算
に
基
づ
き
、
御
指
摘
の
「
愛
知
県
の
試
算
」
を
行
っ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

平
成
二
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
地
方
法
人
課
税
の
在
り
方
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
全
体
と
し
て
は
、

法
人
住
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
引
下
げ
に
よ
る
減
収
額
は
、
地
方
消
費
税
の
税
率
引
上
げ
に
よ
る
地
方
消
費
税
交
付
金
の

増
収
額
及
び
法
人
事
業
税
交
付
金
の
収
入
額
の
合
算
額
を
下
回
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
の
、
個
別
の
市
町
村
に
お
い
て
は
、

法
人
住
民
税
の
法
人
税
割
の
税
収
が
特
に
多
い
年
度
に
お
け
る
法
人
住
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
引
下
げ
に
よ
る
減
収
額

が
、
地
方
消
費
税
の
税
率
引
上
げ
に
よ
る
地
方
消
費
税
交
付
金
の
増
収
額
及
び
法
人
事
業
税
交
付
金
の
収
入
額
の
合
算
額
を

上
回
る
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
上
で
、
市
町
村
間
の
税
源
の
偏
在
性
の
是
正
及

び
市
町
村
の
財
政
運
営
の
安
定
化
の
重
要
性
に
鑑
み
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
る
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
法
人
住
民
税
の
法
人

税
割
の
税
率
引
下
げ
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

二



平
成
二
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
地
方
法
人
課
税
の
在
り
方
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
法
人
住
民
税
の
法
人
税
割

の
税
率
引
下
げ
に
よ
る
市
町
村
の
減
収
を
補
塡
す
る
等
の
た
め
、
法
人
事
業
税
交
付
金
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の

市
町
村
へ
の
交
付
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
の
財
政
に
与
え
る
影
響
を
踏
ま
え
、
交
付
基
準
に
つ
い
て
所
要
の
経
過
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
市
町
村
に
お
け
る
法
人
住
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
引
下
げ
に
よ
る
減
収
額
が
、
地

方
消
費
税
の
税
率
引
上
げ
に
よ
る
地
方
消
費
税
交
付
金
の
増
収
額
及
び
法
人
事
業
税
交
付
金
の
収
入
額
の
合
算
額
を
超
え
る

場
合
に
は
、
こ
の
減
収
に
よ
り
財
政
の
安
定
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


